
品川区立学校修学旅行無償化事業実施要綱 

 

制定 令和７年４月１日 教育長決定 

 品川区教育委員会要綱第６号 

改正 令和８年２月２日 教育長決定 

品川区教育委員会要綱第６号 

（目的） 

第１条 この要綱は、品川区立中学校および義務教育学校後期課程（以下「区立学校」と

いう。）の第９学年の生徒（以下「生徒」という。）の保護者が負担する修学旅行に関す

る経費（以下「修学旅行費」という。）を無償化することにより、義務教育に係る保護

者の経済的負担の軽減を図る「品川区立学校修学旅行無償化事業」（以下「本事業」と

いう。）の実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。 

（事業の実施） 

第２条 教育長は、前条の修学旅行費（以下「補助金」という。）を生徒と生計を一にす

る保護者（以下「保護者」という。）のうち、第５条の事務の委任に同意した者に交付

する。 

（対象経費） 

第３条 次の各号のいずれかに該当する場合に、それぞれ当該各号に規定する経費を本事

業における補助金の交付対象経費とする。 

⑴ 生徒が修学旅行に参加した場合 交通費、宿泊費、見学料等の生徒の保護者が均一

に負担すべきこととなる経費のうち、旅行会社等に支払う経費または区立学校が管理

する経費 

⑵ 生徒が修学旅行に参加できなかった場合 当該修学旅行に係る契約に基づき旅行会

社等に支払う経費 

⑶ 修学旅行が中止となった場合 当該修学旅行に係る契約に基づき旅行会社等に支払

う経費 

２ 前項に掲げるもののほか、修学旅行が延期された場合には、当該修学旅行に係る契約

に基づき、修学旅行の延期に係る経費を交付対象とすることができる。 

３ その他教育長が必要と認めた場合、当該必要と認めた経費を交付対象とすることがで

きる。 

 （交付額） 

第４条 補助金の額は、教育長が別に定める額（以下「一人当たりの単価」という。）を

上限とする。ただし、教育長が必要と認めるときは、この限りでない。 

 （事務の委任） 

第５条 補助金の交付を受けようとする保護者は、当該生徒が在籍する区立学校の校長に

対し、次の事務を委任するものとする。 



⑴ 補助金の交付申請 

⑵ 補助金の請求、受領および管理 

⑶ 補助対象経費に係る費用の旅行会社等への支払い 

⑷ 旅行会社等へ支払った補助対象経費が実際の補助対象経費を上回る場合の返金の受

領 

⑸ 交付を受けた補助金が確定した補助対象経費を上回る場合の区への返還 

⑹ 補助金の受領後に交付決定が取り消された場合の区への返還 

⑺ 補助金の交付決定通知の受領その他補助金に係る通知の受領 

⑻ 復受任者を選任する権限 

⑼ その他補助金に関する一切の権限 

（復受任者の選任） 

第６条 前条に規定する事務の委任を受けた区立学校の校長（以下「校長」という）は、

同条第２号および第５号に掲げる事務を処理する者（「以下「復受任者」という。」につ

いて、当該修学旅行に係る契約を行った旅行会社の代表者等を選任することができる。 

２ 校長は前項の復受任者を選任した場合は教育長へ通知するものとする。 

（制度の案内） 

第７条 教育長は、保護者に対し本事業について校長を通じて案内を行う。 

 （同意の推定） 

第８条 教育長は、生徒が区立学校に在籍した時点で、当該生徒の保護者は、当該生徒が

在籍する区立学校の校長に対し第５条に規定する事務の委任に同意したものと推定す

る。ただし、保護者が第５条に規定する事務の委任について書面で不同意の意思を示し

たときはこの限りでない。 

２ 不同意の意思表示をする保護者は、修学旅行前日までに意思表示に係る書面の提出お

よび当該年度の補助金の一人当たりの単価の支払いを校長に対して行うものとする。 

３ 保護者が前項の補助金の一人当たりの単価を支払わない場合、第１項ただし書きの不

同意の意思表示は無効とするものとする。 

 （交付申請等） 

第９条 校長は、補助金を受領しようとするときは、修学旅行に必要な経費を調査し、交

付申請書（第１号様式）により申請しなければならない。 

２ 前項の申請額は、一人当たりの単価に当該区立学校に在籍する生徒の人数を乗じて得

た額を上限とする。 

 （交付決定） 

第１０条 教育長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否お

よび補助金の交付額を決定し、校長に通知するものとする。 

 （請求） 

第１１条 前条に規定する交付決定を受けた校長は、速やかに請求書（第２号様式）を教



育長に提出しなければならない。 

２ 第６条第１項の規定に基づき復受任者を選任した校長が前条に規定する交付決定を受

けた場合において、前項に規定する請求書の提出は当該復受任者が行うものとする。 

（交付） 

第１２条 教育長は、前条の請求が適当と認めるときは、校長または復受任者のうち当該

請求を行った者に対し、補助金を交付する。 

 （補助金の管理） 

第１３条 補助金の交付を受けた校長または復受任者は、当該補助金を適正に管理しなけ

ればならない。 

２ 校長および校長が復受任者を選任した場合における復受任者は、事業年度の補助金の

支出について、その支出内容を証する書類を整備し、当該年度の翌年度から５年間保存

しなければならない。 

 （変更等申請） 

第１４条 校長は、生徒の転入等により交付申請書を提出した後に内容を変更する必要が

生じたときまたは、教育長が必要と認めるときは、第９条の規定を準用し教育長に申請

しなければならない。 

２ 教育長は、前項の変更申請があったときは、第１０条の規定を準用し、その内容を審

査し、変更の可否および補助金の交付額を校長に通知するものとする。 

３ 変更後の補助金の請求および交付については、第１１条および第１２条の規定を準用

する。 

 （実績報告） 

第１５条 補助金の交付決定を受けた校長は、修学旅行の行程が完了したときは、教育長

の定める日までに、実績報告書兼精算書（第３号様式）を教育長に提出しなければなら

ない。 

 （補助金の額の確定） 

第１６条 教育長は、前条の実績報告書兼精算書を審査し、補助金の交付決定の内容およ

びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付

額確定通知書（第４号様式）により校長に通知する。 

２ 教育長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助

金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を、校長または復受任者の

うち当該補助金の交付を受けた者に命ずるものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１７条 教育長は、校長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交

付決定の全部または一部を取り消すことができる。 

 ⑴ 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定を受けたとき 

 ⑵ 補助金を他の目的に使用したとき 



 ⑶ 補助金の交付決定の内容またはこの要綱の規定に違反したとき 

２ 校長は、前項の規定により交付決定を取り消された補助金を既に受領しているとき

は、教育長の指定した期限までに遅滞なくこれを返還しなければならない。 

 （状況報告） 

第１８条 校長は、本事業の適正な遂行を期するため、教育長が本事業および補助金の執

行状況に係る報告または帳票等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならな

い。 

（委任） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育次長が別に定める。 

    

付 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から適用する。 

付 則 

 この要綱は、令和８年２月２日から適用する。 

  



第１号様式（第９条関係） 

 

交付申請書 

 

     年  月  日 

 
品川区教育長 あて 

 

学校名                

住 所                

校長名                

 

 

品川区立学校修学旅行無償化事業実施要綱第９条の規定により、補助金の交付を受けた

いので、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１．交付申請額 

  金            円 

 

２．内訳  

単価 対象人数 金額 備考 

    

    

※参加予定者は別添のとおり 

 

３．その他 

  補助金の交付が認められた場合の補助金の請求、受領、管理、交付を受けた補助金が確

定した補助対象経費を上回る場合の区への返還は下記事業者へ復委任します。 

 

 事業者名： 

 住所： 

 代表者名： 
  

  



第２号様式（第１１条関係） 

 

 

    年  月  日 

 
品川区教育長 あて 

 

学校名（会社名） 

住 所 

校長名（代表者名） 

 

請求書 

 

品川区立学校修学旅行無償化事業実施要綱第１１条の規定に基づき、下記のとおり請求

します。 

記 
 

 

１．請求額 

  金            円 

 

  



第３号様式（第１５条関係） 

  年  月  日 

 
品川区教育長 あて 

 

学校名                

住 所                

校長名                

 

実績報告書兼精算書 

 

品川区立学校修学旅行無償化事業実施要綱第１４条の規定に基づき、下記のとおり実績

報告し、精算します。 

記 
 

１．執行実績 

既交付額 充当額 余剰額 

   

 ※参加者は別添のとおり 

 

２．精算 

  上記１のとおり実績報告し、余剰額の合計として、下記の額を返還いたします。 

  金        円 

 

 

  



第４号様式（第１６条関係） 

年  月  日 

 

            様 

 

品川区教育委員会教育長 印 

 

 

交付額確定通知書 

 

品川区立学校修学旅行無償化事業実施要綱第１６条の規定に基づき、先に提出のありま

した実績報告書兼精算書について審査した結果、下記のとおり額を確定しましたので、通

知します。 

 

記 

 

１．既交付額 

  金      円 

 

２．実績額 

  金      円 

 

３．交付確定額 

  金      円 

 

４．備考 

 

 


